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３ 別編[基本計画 事項別推進状況] 

※ この「別編」には、原則として、基本計画別表「今後５年間に講ずる具体的施策」に掲

げられた事項の令和４年度（2022年度）における推進状況（取組実績）を掲載しているが、

その他、基本計画本文の記述で別表に具体的施策が記載されていないもののうち、特にフ

ォローアップが必要と考えられる事項についても推進状況（取組実績）を掲載している。 

※ 「具体的な措置、方策等」欄における「◎」は基幹統計に係る事項を、「○」はその他の

公的統計に係る事項（基幹統計を含む公的統計全般に共通した事項を含む。）を示す。

※ 「実施済等の別」欄の各類型は、令和４年度（2022年度）末現在での検討状況及び進捗

状況に対する各府省等の自己評価の結果を表す。各類型の内容は以下のとおりである。 

・実施済  ：令和４年度（2022年度）末までに、基本計画の内容に沿った所要の措置を終えたも

の 

・実施済（課題あり）：令和４年度（2022年度）末までに、基本計画の内容に沿った所要の措置を終

えたもののうち、その検討結果や実施過程において課題等が残されているもの 

・継続的取組：基本計画で求められている事柄の性質上、期限は設けられていないが継続的・段階

的な措置・取組が必要なもの 

・実施・検討予定：令和４年度（2022年度）末までに実施済には至らなかったものの、引き続き実

施・検討が行われるもの 

※ 「令和４年度（2022年度）末現在の検討状況又は進捗状況」欄に担当府省名が【  】

で記載されていない場合、当該取組の担当府省は、「担当府省」欄と同一である。
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Ⅱ 調査票情報等の利用及び提供 

１ 調査票情報の二次利用 

法第32条においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、統計の作

成若しくは統計的研究（以下「統計の作成等」という。）を行う場合又は統

計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合には、

その行った統計調査に係る調査票情報を自ら用いること（二次利用）ができ

ると規定されている。 

令和４年度（2022年度）に、行政機関又は指定独立行政法人等が、所管す

る統計調査の調査票情報を二次利用した件数は629件であった（表12、資料

16及び資料19参照）。 

表12 法第32条の規定に基づく調査票情報の二次利用件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 
利用件数 統計の作成等を行う

場合 

統計調査その他の統計を作
成するための調査に係る名

簿を作成する場合 

内閣官房 4  4 0  

内閣府 1 1 0  

総務省 33 33 0  

財務省 6 4 2  

文部科学省 104 92 12  

厚生労働省 163 155 8  

農林水産省 81 79 2  

経済産業省 119 110 9  

国土交通省 111 108 3  

環境省 3 3 0  

日本銀行 4 4 0  

合計 629 593 36  
（参考） 

令和３年度（2021
年度）の実績 

674 626 48  

（注）令和４年度（2022年度）に利用を開始したものの数（利用目的ごとに計上）であり、令和３年度（2021

年度）以前から継続して利用しているものは含まない。 

２ 調査票情報の提供 

法第33条においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、 

・ 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他これに準ずる機関（以

下「公的機関等」という。）が、統計の作成等又は統計調査その他の統計

を作成するための調査に係る名簿の作成を行う場合（法第33条第１項第１

号） 

・ 公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等と

して総務省令で定めるものを行う者が、当該総務省令で定める統計の作成

等を行う場合（法第33条第１項第２号）
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  に、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行

った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができると規定

されている。 

   後者の場合について、統計法施行規則（平成20年総務省令第145号。以下

「規則」という。）第11条においては、公的機関等が行う統計の作成等と同

等の公益性を有する統計の作成等として、 

  ・ 公的機関等が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者

と共同して行う調査研究に係る統計の作成等（規則第11条第１項第１号） 

  ・ 公的機関等が、その実施に要する費用の全部又は一部を公募の方法によ

り補助する調査研究に係る統計の作成等（規則第11条第１項第２号） 

  ・ 行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企

画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他法第33

条第１項第２号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由が

あると認める統計の作成等（規則第11条第１項第３号） 

  であって、規則第42条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な

措置が講じられているものが規定されている。 

   令和４年度（2022年度）に、行政機関又は指定独立行政法人等が、法第33

条第１項第１号に該当するとして、調査票情報を提供した件数は2,206件で

あった。また、同項第２号に該当するとして、調査票情報を提供した件数は

286件であった（表13、資料17及び資料19参照）。 

 

表13 法第33条の規定に基づく調査票情報の提供件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 

法第33条第１項第１号該当件数 

（公的機関等への提供） 

法第33条第１項第２号該当件数 
  公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益 

性を有する統計の作成等を行う者への提供 

 統計の作成
等を行う場
合 

統計調査そ
の他の統計
を作成する
ための調査
に係る名簿
を作成する
場合 

 公的機関等
が委託又は
共同して行
う調査研究
に係る統計
の作成等を
行う者への
提供 

公的機関等
が費用の全
部又は一部
を公募の方
法により補
助する調査
研究に係る
統計の作成
等を行う者
への提供 

行政機関の
長又は地方
公共団体の
長その他の
執行機関が
政策の企
画、立案、
実施又は評
価に有用で
あると認め
る等の統計
の作成等を
行う者への
提供 

内閣府 0  0  0   6  2    4   0   

総務省 215  211  4   73  16   57   0   

財務省 10  9  1   0  0   0   0   

文部科学省 188  187  1   20  2   18   0   

厚生労働省 993  977  16   110  4   105   1   

農林水産省 65  63  2   12          0   12   0   

経済産業省 535  505  30   37  0   37   0   
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国土交通省 188   187   1    24  2   6   16   

環境省 12   12   0   4  0   2   2   

合計 2,206   2,151   55   286  26   241   19   

（参考） 
令和３年度（2021年

度）の実績 
2,169   2,045   124   278  18   235   25   

（注）令和４年度（2022年度）に利用を開始したものの数（利用目的ごとに計上）であり、令和３年度（2021年度）

以前から継続して利用しているものは含まない。 

 

   また、法第33条の２第１項においては、行政機関の長又は指定独立行政法

人等は、上述の法第33条第１項に定めるもののほか、総務省令で定めるとこ

ろにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を

学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行

政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについ

て相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者

に提供することができると規定されている。 

   行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報

の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等につい

て、規則第19条においては、 

・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第19条第１項

第１号） 

・ 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第19条第１項

第２号） 

が規定されている。 

   学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等については、 

  ⑴ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する大学若しくは高等

専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校（同法第125条第１項に

規定する専門課程に限る。）（以下「大学等」という。）若しくは公益社

団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究（公益社団法人又は公益財団

法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律（平成18年法律第49号）第２条第４号に規定する公益目的事

業（⑶において「公益目的事業」という。）に該当するものに限る。以下

この⑴において同じ。）又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、

若しくはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 

  ⑵ 大学等に所属する教員が行う調査研究、又は当該教員がこれら以外の者

と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 

  ⑶ その実施に要する費用の全部又は一部を大学等、公益社団法人又は公益

財団法人が公募の方法により補助（公益社団法人又は公益財団法人が行う

補助については、公益目的事業に該当するものに限る。）する調査研究に

係る統計の作成等 

  ⑷ 行政機関の長又は地方公共団体の長その他執行機関が、法第33条の２第
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１項に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由があると認め

る統計の作成等 

  が規定されている。 

   令和４年度（2022年度）に、行政機関又は指定独立行政法人等が、規則第

19条第１項第１号に該当するとして、調査票情報を提供した件数は11件であ

った（表14、資料18及び資料19参照）。 

 

表14 法第33条の２の規定に基づく調査票情報の提供件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 

法第33条の２第１項該当件数 

学術研究の発展に資すると認められる場合 

（規則第19条第１項第１号） 

高等教育の発展に 

資すると認められる

場合 

（規則第19条第１項

第２号） 

 
大学等若し
くは公益社
団法人若し
くは公益財
団法人が行
う調査研究
又はこれら
の者が委託
若しくは共
同して行う
調査研究に
係る統計の
作成等を行
う者への提
供 

大学等に所
属する教員
が行う調査
研究、又は
当該教員が
これら以外
の者と共同
して行う調
査研究に係
る統計の作
成等を行う
者への提供 

大学等、公
益社団法人
又は公益財
団法人が費
用の全部又
は一部を公
募の方法に
より補助す
る調査研究
に係る統計
の作成等を
行う者への
提供 

行政機関又
は地方公共
団体その他
の執行機関
が、法第 33
条の２第１
項に規定す
る相当の公
益性を有す
るものとし
て特別な事
由があると
認める統計
の作成等を
行う者への
提供 

内閣府 1   0   1   0   0   0     

総務省 5   0   5   0   0   0     

財務省 1   0   1   0   0   0     

厚生労働省 1   0   0   1   0   0     

経済産業省 3   0   3   0   0   0     

合計 11   0   10   1   0   0     

（参考） 

令和３年度（2021

年度）の実績 
11   1   9   0   1   1     

（注）令和４年度（2022年度）に利用を開始したものの数（利用目的ごとに計上）であり、令和３年度（2021年度） 

以前から継続して利用しているものは含まない。 

 

３ オーダーメード集計の実施 

  法第34条においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その業務の

遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般か

らの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研

究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人

等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公

益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行うこと（以下

「オーダーメード集計」という。）ができると規定されている。 

  上述の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の
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作成等について、規則第27条第１項においては、 

・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第27条第１項第

１号） 

・ 教育の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第27条第１項第２号） 

・ デジタル社会形成基本法第38条第２項第13号(注)に規定する特定公共分野

に係る統計の作成等（規則第27条第１項第３号） 

が規定されている。 

  令和４年度（2022年度）末現在、行政機関及び指定独立行政法人等がオーダ

ーメード集計の対象としている統計調査は30調査（394年次分）であった（資

料20参照）。これらのうち、17調査については、法第37条の規定に基づき、

独立行政法人統計センターに委託してオーダーメード集計の結果を提供して

いる。 

  令和４年度（2022年度）のオーダーメード集計の提供件数は21件であった

（表15及び資料21参照）。 

（注）デジタル社会形成基本法に基づく特定公共分野は、従前、同法第37条第２項第

13号により規定されていたが、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進す

るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第63号）

が令和５年６月16日に施行されたことを受け、現行ではデジタル社会形成基本法第

38条第２項第13号に規定されている。以下同じ。 

 

表15 オーダーメード集計の結果の提供件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 

オーダーメー

ド集計の結果

の提供件数 

 

（参考） 

統計調査ごと

に計上した場

合の提供件数 

学術研究の発

展に資すると

認められる統

計の作成等 

教育の発展に

資すると認め

られる統計の

作成等 

デジタル社会

形成基本法第

38条第２項第

13号に規定す

る特定公共分

野に係る統計

の作成等 

総務省 10    10   0   0    10   

厚生労働省 2    2   0   0    2   

農林水産省 1    1   0   0    1   

国土交通省 7    1   0   6    7   

日本銀行 1    1   0   0    1   

合計 21    15   0   6    21   
（参考） 
令和３年度

（2021年度）の
実績 

26    20   1   6    28   

（注）１件の申出で複数の統計調査に係るオーダーメード集計の提供を受け付けている場合があるため、統計調査

ごとに計上した場合の提供件数を参考値として記載している。 
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４ 匿名データの作成及び提供 

  法第35条第１項においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その

行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することが

できると規定されており、同条第２項においては、行政機関の長は、基幹統

計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員

会の意見を聴かなければならないと規定されている。 

  また、法第36条第１項においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、

総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、法第35条第１項の

規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その

他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計

の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができると規

定されている。 

  上述の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統

計の作成等について、規則第35条第１項においては、 

・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第35条第１項第

１号） 

・ 教育の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第35条第１項第２号） 

・ 国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資

すると認められる統計の作成等（規則第35条第１項第３号） 

・ デジタル社会形成基本法第38条第２項第13号に規定する特定公共分野に係

る統計の作成等（規則第35条第１項第４号） 

が規定されている。 

  令和４年度（2022年度）末現在、行政機関及び指定独立行政法人等が匿名デ

ータの提供を行っている統計調査は７調査（68年次分）であった（資料20参

照）。これらのうち、６調査については、法第37条の規定に基づき、独立行

政法人統計センターに委託して匿名データの提供を実施している。 

  令和４年度（2022年度）の匿名データの提供件数は46件であった（表16及び

資料21参照）。 

 

表16 匿名データの提供件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 

匿名デー

タの提供

件数 

 

（参考） 

統計調査 

ごとに 

計上した 

場合の 

提供件数 

学術研究

の発展に

資すると

認められ

る統計の

作成等 

教育の発

展に資す

ると認め

られる統

計の作成

等 

国際社会

における

我が国の

利益の増

進等に資

すると認

められる

統計の作

成等 

デジタル

社会形成

基本法第

38条第２

項第13号

に規定す

る特定公

共分野に

係る統計

の作成等 

総務省 35   33  2  0  0  41   
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厚生労働省 11   9  2  0  0  11   

合計 46   42  4  0  0  52   
（参考） 

令和３年度（2021年度） 
の実績 

21   19  2  0  0  26  

（注）１件の申出で複数の統計調査に係る匿名データの提供を受け付けている場合があるため、統計調査ごとに計上 

した場合の提供件数を参考値として記載している。 

 

５ 調査票情報等の適正管理のための措置 

  法第39条第１項においては、調査票情報等を適正に管理するために必要な措

置として総務省令で定めるものを講じなければならないと規定されており、

同項各号において、対象機関ごとに当該措置を講じなければならない情報が

規定されている。 

  当該対象機関については、従来、行政機関の長、指定地方公共団体の長その

他の執行機関及び指定独立行政法人等とされていたところ、平成30年改正法

により事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けること

ができる機関の範囲が拡大されたことに伴い、全ての公的統計の作成主体で

ある行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び独立行政法人等

に範囲が拡大されている。 

  対象機関が講じなければならない措置については、規則第41条において、主

体・対象となる情報ごとに組織的管理措置、人的管理措置、物理的管理措置、

技術的管理措置等のカテゴリーを設定し、それぞれ適正管理措置を講ずべき

具体的な措置内容を規定している。 

  行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等及び受

託者（法第39条第１項各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受け

た者その他の当該委託に係る業務を受託した者）においては、法第39条及び

規則第41条の規定に基づき、「調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策

に関するガイドライン」（平成21年２月６日総務省政策統括官（統計基準担

当）決定）を参考として、調査票情報等を適正に管理するための措置（管理

簿の整備、研修の実施、点検・監査の実施等）を講じている。 

  令和４年度（2022年度）には、過失により調査関係書類を紛失するなどの管

理上問題がある事案が確認されたため、関係機関においては、調査票情報等

の管理の徹底について指導する等、再発防止に引き続き取り組んでいる。 
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